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三朝温泉入浴等施設整備 

基本設計・実施設計業務仕様書 

 
1.  業務概要 
1.1.  業務名称 

三朝温泉入浴等施設整備基本設計・実施設計業務（以下「本業務」という。） 

 

1.2.  委託期間 
自 契約締結日 ～ 至 ２０２７年（令和９年）３月３１日 

 
1.3.  計画施設概要 

本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。 
（１） 施設名称 

三朝温泉入浴等施設 
（２） 建設地の場所 

鳥取県東伯郡三朝町山田地内 
 
1.4.  適用 

本仕様書（以下「仕様書」という。）は、本業務に適用する。 
なお、本業務を受託したもの（以下「受託者」という。）は、三朝温泉入浴等施設整備基本設計・

実施設計業務公募型プロポーザル実施要領（以下「プロポーザル実施要領」という。）における

所定の条件を踏まえるとともに、本業務に係る業務（以下「本業務」という。）の実施にあたり、

関係法令及び関連条例等の遵守を徹底すること。 
 
1.5.  設計与条件 

（１） 敷地の条件 
a） 敷地の面積：６，８２３.８９㎡ 
b） 用途地域及び地区の指定：都市計画区域内 非線引き区域 

 

（２） 施設の条件 
a） 対象施設の延床面積 
「三朝温泉入浴等施設整備基本設計・実施設計業務 要求水準」（以下「要求水準」という。）を参

照し、延床面積は以下を想定する。なお、設計段階においては、利便性、効率性、コスト等の観点

から、より適切な施設規模について検討、設定すること。 
1) 施設の想定規模（床面積） 三朝温泉入浴等施設：１，１００㎡ 
2) 外構施設（公園、ふわふわドーム（空気膜遊具）及び遮光を目的とした構造物、遊具、休憩所、

駐車場(55 台程度）、駐輪場(8 台程度)、屋外トイレ、植栽、外灯、屋外サイン等） 
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b） 各種設備 
 給水（上水）：有 

 給水（温泉）：有 

 排水：有 

 ガス：有（LP ガス） 

 電気：有 

 その他：電気設備工事・機械設備工事・外構工事 

 

c） その他 
要求水準に準じる事。 

 

2.  業務内容 
（１） 基本設計業務の内容は、下表に掲げる業務内容とする。 

項目 業務内容 
（１）設計条件等の整理および事前

調査 
要求事項に基づき設計条件として整理する。 

（２）法令上の諸条件の調査及び関

係機関との打合せ 
基本設計に必要な範囲で、建築物の建築及び申請等に

関する法令及び条例上の制約条件を調査し、関係機関

との打合せを行う。 
（３）上下水道、ガス、油、電力、

通信等 の供給状況の調査及び関係

機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で敷地に対する上下水道、ガス、

油、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じ

て関係機関との打合せを行う。 
（４）造成設計とのすり合わせ 業務着手後、造成設計内容について当該事業者と協議

を実施すること。 
（５）基本設計方針の策定及び基本

設計図書の作成 
設計条件に基づき、構造等を含め平面計画、階構成計

画等を総合的に比較検討し、基本設計方針の策定及び

基本設計図書を作成する。 
（６）基本設計概要 基本設計に関して取りまとめた資料を 2026 年度の三

朝町議会（9 月に実施予定）に向けて作成すること 
（７）概算工事費の算出 基本設計図書の作成が完成した時点において、当該基

本設計図書に基づく建設工事に通常要する費用を積算

し、工事費概算書を作成する。 
 

（２） 実施設計業務の内容は、下表に掲げる業務内容とする。なお、作成図面の内容及び縮尺は業務

着手時に委託者と協議すること。 
項目 業務内容 

（１）要求等の確認 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、委託者の要求

等を再確認し、必要に応じ設計条件の修正等を行う。 
（２）法令上の諸条件の調査及び関 建築物の建築及び申請等に関する法令及び条例上の
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係機関との打合せ 制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調

査及び打合せを行う。 

（３）実施設計

方針の策定 

 

①総合検討 基本設計方針に基づき、意匠、構造、設備の各要素に

ついて検討し、実施設計方針を策定する。 

②実施設計のた

めの基本事項の

確定 

基本設計段階以降に検討された事項のうち、委託者と

協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作

業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要がある

ものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 
（４）実施設計

図書の作成 

①実施設計図書

の作成 

実施設計方針に基づき、委託者と協議の上、技術的な

検討、予算との整合を行い、実施設計図書を作成する。

なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工す

べき建築物及びその①仕様、②工事材料、③寸法、④

詳細の形状、⑤設備機器及び防災設備等の種別、⑥品

質及び特に指定する必要のある施工に関する情報（工

法等）を具体的に表現する。 

②確認申請図書

の作成および確

認申請に係る手

続き 

所管の官公庁等との事前打合せ等を踏まえ、実施設計

に基づき、必要な確認申請図書を作成する。また、建

築確認申請に係る手続きを行う。 

（５）工事費の積算 実施設計図書の作成が完成した時点において、当該実

施設計書に基づき積算図書を作成し、工事に要する費

用を積算する。また、概略工事工程表を作成する。 

 

なお、本業務に関する担当課との打合せは、原則として月１回以上実施するものとし、対面に

よる現地での協議を基本とする。 
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3.  提出書類及び報告書 
（１） 基本設計時の提出図書の確認 

基本設計に関し事業者が提出する設計図書について、その内容が基本設計方針に適合している

か、また事業者提案等の内容と齟齬が生じていないか等について確認する。 
No 図書等 備考 

1 基本設計図書  

 

・基本設計説明書  

・意匠計画概要書  

・構造計画概要書  

・設備計画概要書 電気設備、空調・衛生設備、昇降機設備 

・工事費概算書  

・諸官庁協議書、打ち合わせ議事録  

・その他町が必要とする図書等 中間報告書、設計条件整理表 等 

 
（２） 実施設計時の提出図書の確認 

実施設計に関し事業者が提出する設計図書について、その内容が実施設計方針に適合している

か、また事業者提案等の内容と齟齬が生じていないか等について確認する。 
No 図書等 備考 

2 実施設計図書  

 

・実施設計図  

・実施設計説明書  

・数量調書 
（単価作成資料、単価比較表を含む） 

 

・工事費内訳明細書  

・構造計算書  

・設備設計計算書  

・各種省エネルギー計算書  

・備品リスト  

・備品カタログ  

・サイン計画書  

・建築確認申請書  

・許可等申請、各種届出等書類  

・諸官庁協議書、打ち合わせ議事録  

・完成透視図 Ａ３版以上、外観２カット、内観２カット以上、フ

レームつき及び画像データ 

・その他町が必要とする図書等 各種申請書類、確認検査済証、設計条件整理

表 等 
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（３） その他協議資料等の確認 
基本設計や実施設計に係る町と事業者の協議において、事業者から町に提示のあった資料等

について、町の求めに応じ、事業者提案等の内容と齟齬が生じていないか等について確認する。 
4.  その他 
（１） 貸与図書等 

貸与を希望する資料がある場合は、適宜町に問い合わせること。 
 

（２） 適用基準（すべて最新版とする） 
 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 
 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編） 
 建築設計基準及び同解説、建築構造設計基準及び同解説 
 公共建築工事積算基準、公共建築数量積算基準、公共建築設備数量積算基準 
 建築設備計画基準、建築設備設計基準 
 建築物解体工事共通仕様書 

 
（３） 回答書の作成・瑕疵の修補 

成果品の引き渡し後、当初設計に関する疑義が生じたときは、委託者と協議し、受託者は原則

として無償で疑義に対する回答書を作成する。 
受託者の責任により成果物に瑕疵があり、設計変更が生じたときは、受託者は無償で変更設計

を行うこと。 
 

（４） 説明会等 
受託者は、設計図書の合意形成する際に行う説明会等を実施する場合は、担当者の求めに応じ

資料作成及び説明等の協力をすること。 
 

（５） 手続き業務について 
確認申請、構造計算書及びバリアフリー法、鳥取県福祉のまちづくり条例、省エネ法等に関す

る書類は、事業者が責任を持って作成し手続きすること。 
 

（６） 電子データで提出された設計図書の利用許諾 
委託者は、受託者から電子データで提出された設計図書を、当該設計による事業のため、次に

利用することができるものとする。 
①工事発注時に入札参加者に対し、電子データの貸与（工事費積算用として） 
②工事施工時に請負者に対し、電子データの貸与（施工図及び竣工図等の作成用として） 
 

（７） 業務上知り得た秘密は外部に漏らさないように厳守すること。 
 


